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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒバ油と乳化剤とを含有してなり、イネ科作物の種子消毒に用いられることを特徴とする
、種子消毒剤。
【請求項２】
前記乳化剤はＨＬＢ値１５以上であることを特徴とする、請求項１に記載の種子消毒剤。
【請求項３】
前記ヒバ油のエマルション粒径は２００ｎｍ以下であることを特徴とする、請求項１また
は２に記載の種子消毒剤。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれかに記載の種子消毒剤を用いる種子消毒方法であって、種子の
浸種前処理、または種子の催芽処理時において、該種子消毒剤の希釈液に種子を浸漬する
、種子消毒方法。
【請求項５】
前記種子消毒剤は原液または希釈液を用いることを特徴とする、請求項４に記載の種子消
毒方法。
【請求項６】
請求項１ないし３のいずれかに記載の種子消毒剤を用いる種子消毒方法であって、乾燥種
子に該種子消毒剤を浸種する、種子消毒方法。
【請求項７】
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ヒバ油と乳化剤とを含有してなる、イネのばか苗病防除に用いられることを特徴とする、
種子消毒剤。
【請求項８】
前記乳化剤はＨＬＢ値１５以上であることを特徴とする、請求項７に記載の種子消毒剤。
【請求項９】
前記ヒバ油のエマルション粒径は２００ｎｍ以下であることを特徴とする、請求項７また
は８に記載の種子消毒剤。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は種子消毒剤及び種子消毒方法に係り、特に、環境に対する悪影響が少なく、安
全・安心な種子消毒剤及び種子消毒方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、農作物の病害虫防除には化学合成農薬が使用されているが、近年の環境問題や一
般消費者の食の安全性に対する関心の高まりから、より高い安全性や低環境負荷の農薬の
開発が求められるようになってきた。
【０００３】
　さて、日本三大美林の一つで青森県の県木でもある「青森ヒバ」は、ヒノキ科アスナロ
属の針葉樹で、耐久性に優れていることから古くから建築資材として活用されていた。
【０００４】
　ヒバ油は、ヒバの間伐材、製材端材、おがくず等の廃材から水蒸気蒸留により抽出され
る天然物由来の精油である。ヒバ油は、抗菌成分のヒノキチオールを含有し、抗菌、防虫
効果が高いことから、これまでにも農薬としての利用が種々検討されている。しかし、ヒ
バ油は水による希釈に対する安定性が低いため、従来から、乳化して水への分散性を高め
ることで散布可能な状態として用いる技術が提案されている。たとえば後掲各文献に開示
されているように、キュウリやイチゴのうどんこ病防除への適用技術である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１１４６２０号公報「イチゴの病害虫防除組成物」
【特許文献２】特開２００６－８３１０７号公報「キュウリのうどんこ病防除組成物」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、これらのヒバ油乳化液は時間経過とともに凝集・合一し、分離してしま
う場合が多く、水で希釈して使用する場合にはさらに分離が激しくなり、散布して使用す
るとヒバ油濃度にばらつきが発生し、防除効果も不安定になることが多く、農業用資材と
してのヒバ油は効果が不充分であった。
【０００７】
　また、ヒバ油の抗菌成分であるヒノキチオールは、揮発性かつ光分解性であるために、
そもそも散布利用には適していないものだった。さらに、分解による減量を補うために必
然的に使用量が多くなり、また高コストのため、価格的に競合資材に比べて経済性が低い
などの問題があって、実用的なものにはなっていなかった。
【０００８】
　したがって本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解消し、天然物由来の精油である
ヒバ油を用いた、より防除効果が高く、かつ実用性に優れ、環境に対する悪影響も少ない
安全・安心な種子消毒剤、及び種子消毒方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願発明者は、ヒバ油に乳化剤を加えて希釈安定性を付与したヒバ油乳化液（以下、「



(3) JP 5315552 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

ヒバ油製剤」ともいう。）について、そのエマルション粒径をナノサイズにコントロール
することで水への均一分散を管理し、ヒバ油乳化液の経時安定性や希釈安定性を飛躍的に
向上させ、水で希釈使用可能な製剤として実用的なものとすることに成功した。
【００１０】
　また、用法についても、散布利用ではなく、塗布や浸漬で利用する種子消毒用途に着眼
した。種子消毒剤は塗布や浸漬で利用するため、散布に比較して使用量が少なく、かつ残
効性も必要としない適用分野であり、ヒバ油を農作物の病害防除目的で利用する場合に、
最適かつ実用的な用途と想到されたからである。そして、イネの「ばか苗病」に対する防
除効果を検討したところ、既に実用化されている生物農薬とほぼ同等の効果が認められ、
その実用性が充分に確認でき、本発明に至った。
【００１１】
　すなわち、本願において特許請求もしくは少なくとも開示される発明は、以下のとおり
である。
　　（１）　ヒバ油と乳化剤とを含有してなり、イネ科作物の種子消毒に用いられること
を特徴とする、種子消毒剤。
　　（２）　前記乳化剤はＨＬＢ値１５以上であることを特徴とする、（１）に記載の種
子消毒剤。
　　（３）　前記ヒバ油のエマルション粒径は２００ｎｍ以下であることを特徴とする、
（１）または（２）に記載の種子消毒剤。
　　（４）　（１）ないし（３）のいずれかに記載の種子消毒剤を用いる種子消毒方法で
あって、種子の浸種前処理、または種子の催芽処理時において、該種子消毒剤の希釈液に
種子を浸漬する、種子消毒方法。
　なおここで、「浸種」とは、発芽を促すために１０日程度種子を水に漬けておくことを
いう。以下も同様である。
　
【００１２】
　　（５）　前記種子消毒剤は原液または希釈液を用いることを特徴とする、（４）に記
載の種子消毒方法。
　　（６）　（１）ないし（３）のいずれかに記載の種子消毒剤を用いる種子消毒方法で
あって、乾燥種子に該種子消毒剤を浸種する、種子消毒方法。
　　（７）　ヒバ油と乳化剤とを含有してなる、イネのばか苗病防除に用いられることを
特徴とする、種子消毒剤。
　　（８）　前記乳化剤はＨＬＢ値１５以上であることを特徴とする、（７）に記載の種
子消毒剤。
　　（９）　前記ヒバ油のエマルション粒径は２００ｎｍ以下であることを特徴とする、
（７）または（８）に記載の種子消毒剤。
　　
【００１３】
　つまり本発明は、青森県産の天然物由来のヒバ油を主成分とし、水には溶けないヒバ油
を独自の乳化技術によってエマルション粒径を数百ｎｍ以下のナノレベルに制御し、それ
により、水への均一分散及びその安定性を実用レベルまで向上させた種子消毒剤、及びこ
れを用いた種子消毒方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の種子消毒剤及び種子消毒方法は上述のように構成されるため、これによれば、
より防除効果が高く、かつ実用性にも優れ、その上環境に対する悪影響も少なく安全・安
心な、農作物の初期防除方法とすることができる。下記のとおり、本発明の効果をさらに
詳述する。
【００１５】
＜１＞　本発明の種子消毒剤は、抗菌成分として植物由来のヒバ油を主成分とし、また乳
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化剤として食品添加物指定のものを用いることができるため、毒性が極めて弱く、環境汚
染の問題が発生しない。
＜２＞　また、ヒバ油乳化液のエマルション粒径をナノレベルとすることによって、高度
な均一分散性および貯蔵安定性が得られたため、使用時には、適切な濃度に水で希釈する
だけでよく、農業生産者が簡単に使用でき、実用性が高い。
＜３＞　本発明種子消毒方法を、特にイネ種子消毒剤として用いた場合、「ばか苗病」に
対して、既に実用化されている生物農薬と同等の防除効果が認められ、実用性が非常に高
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明について、より詳細に説明する。
　本発明の種子消毒剤に用いる乳化剤としては、実施例に後述するように、特にそのＨＬ
Ｂ値が１５以上であるものを用いるものとすることができる。しかしながらこれに限定さ
れず、要するに、使用時において水による希釈で容易に使用可能なよう、水中油型エマル
ション（Ｏ／Ｗ型、Ｏｉｌ　ｉｎ　Ｗａｔｅｒ）を形成できる程度に高いＨＬＢ値のもの
であればよい。
【００１７】
　また、本発明の種子消毒剤であるヒバ油乳化液には、乳化状態の安定化のために有機溶
剤を添加してもよい。たとえば実施例に後述するエタノールのような、水溶性アルコール
は好適に用いることができる。
【００１８】
　これも実施例に後述するように、ヒバ油乳化液のエマルション粒径は２００ｎｍ程度以
下とすることで、高い実用性が得られる。しかしながら本発明は、必ずしも２００ｎｍを
超えたエマルション粒径のものを排除するものではない。たとえば、経時安定性、または
希釈安定性のいずれかがより低い特性ものでもあっても使用上問題ない場合などは、この
限りではない。
【００１９】
　本発明の種子消毒剤及び種子消毒方法の防除効果は、実施例に後述するイネ科イチゴツ
ナギ亜科イネ属イネのみならず、イネ科イチゴツナギ亜科コムギ属コムギについても認め
られる。また、同じイネ科のキビ亜科トウモロコシ属トウモロコシなど、他のイネ科植物
に対する防除効果も期待できるものである。
【００２０】
　本発明の種子消毒方法には、大きく分けて、希釈液への浸漬処理と、種子にまぶす塗沫
処理とがある。前者は種子の浸種前処理、種子の催芽処理時のいずれにおいても、用いる
ことができる。また後者は、乾燥種子に用いることができる。
【実施例】
【００２１】
　以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
＜１　ヒバ油製剤の調製、乳化条件の検討＞
＜１－１　原材料と方法＞
　ヒバ油を種子消毒用途に適した製剤とするために、使用する乳化剤の種類と混合比率、
微細化装置の条件を変えながら調製を行い、目視による分散状態の確認及びエマルション
の粒子径を動的光散乱式粒径分布測定装置（ＬＢ－５５０：（株）堀場製作所）で測定す
ることでヒバ油製剤の安定性を評価した。
【００２２】
　ヒバ油は、青森ヒバ材から水蒸気蒸留で抽出した天然青森ヒバ油（森の精：（株）成田
林業土木）を用いた。また、乳化剤は、食品添加物として認可されており、完成した乳化
液を水で希釈して使用可能な水中油型エマルション（Ｏ／Ｗ型）を形成するように、ＨＬ
Ｂ（Ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｅ－Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ）値のできるだけ高い
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親水性の乳化剤であるポリグリセリン脂肪酸エステル（ＤＥＣＡＧＬＹＮ　１－Ｌ：日光
ケミカルズ（株）、ＨＬＢ＝１５．５）を選択し使用した。なお、ポリグリセリン脂肪酸
エステルでも、ＨＬＢ＝１２．０のＤＥＣＡＧＬＹＮ　１－０Ｖ（日光ケミカルズ（株）
）では、良好な乳化状態は得られなかった。
【００２３】
　実験の結果、微細化装置としては、一般的なホモジナイザー（ＥＸＣＥＬ　ＡＵＴＯ：
（株）日本精機製作所）や内部剪断力式分散機（ＣＬＭ－０．８Ｓ：エムテクニック（株
））と比較して、超音波式攪拌機（Ｓｏｎｉｃａｔｏｒ（登録商標）５２０２：（有）大
岳製作所）や高圧微粒化装置（ナノマイザー（登録商標）ＮＭ２－Ｌ２００－Ｄ１０－Ｓ
：吉田機械興業（株））を用いた場合の方が、粒径の細かい安定した乳化が可能であるこ
とが確認できた。
【００２４】
＜１－２　乳化条件の検討＞
　そこで次に、ヒバ油と乳化剤や有機溶剤（エタノール）の混合比率（重量％）を変える
ことで乳化状態がどのように変化するか検証した。ヒバ油製剤は、ヒバ油１０％に対して
、乳化剤を１、５、１０、１５、２０％、エタノールを０、５、１０、１５、２０％の比
率で混合（他は水）した２５種類の乳化液を調製し、内部剪断力式分散機（１００００ｒ
ｐｍ、１０分）で一次乳化を行ってから、ナノマイザー（登録商標）（１００ＭＰａ、２
Ｐａｓｓ）で二次乳化し、その性状観察と粒径測定を行い、比較した。
【００２５】
　その結果、ナノマイザー（登録商標）を用いると、内部剪断力式分散機より粒径が小さ
くなる傾向を示し、二次乳化の有効性が確認できた。
　図１は、二次乳化を行った際の、ヒバ油の乳化条件によるエマルション粒径変化を示す
グラフである。図示するように、このときのエマルション粒径は、約１０ｎｍ～２０００
ｎｍの範囲で変化した。
【００２６】
　さらに、ナノマイザー（登録商標）で処理した製剤の中から、調製直後に分離の見られ
ない粒径の異なるサンプルを５種類〈１〉～〈５〉（図１、２中では、丸付き数字の１～
５）を選択し、１週間ごとに８週間経過まで、それ以降は１ヶ月ごとに６ヶ月経過まで、
状態観察と粒径測定を行った。
【００２７】
　図２は、混合比によるヒバ油製剤の経時安定性の測定結果を示すグラフである。図示す
るように大部分の製剤は、１週間経過後には分離が観察され、〈３〉ヒバ油：乳化剤：エ
タノール：水＝１０：５：１０：７５（粒径約３００ｎｍ）と、〈４〉ヒバ油：乳化剤：
エタノール：水＝１０：１０：１０：７０（粒径約７００ｎｍ）　の製剤は、粒径が徐々
に大きくなり、経過時間が長くなると不安定になった。また、〈５〉ヒバ油：乳化剤：エ
タノール：水＝１０：５：１５：７０（粒径約１０００ｎｍ）　は、終始粒径が不安定で
あった。
【００２８】
　しかしながら、図示するように、〈１〉ヒバ油：乳化剤：エタノール：水＝１０：２０
：２０：５０（粒径約１０ｎｍ）　と、〈２〉ヒバ油：乳化剤：エタノール：水＝１０：
１：　０：８９（粒径約２００ｎｍ）　の２種類は、６ヶ月経過後でも分離が見られず、
粒径もほぼ一定で非常に安定していた。さらに、この２種類について水による希釈安定性
を評価したところ、希釈に対する粒径の安定性も非常に高かった。
【００２９】
　以上は一実施例であるが、ヒバ油を製剤化する場合には、エマルション粒径を２００ｎ
ｍ程度以下にすることで、経時安定性や希釈安定性の高い実用的なものとなることが明ら
かとなった。以下のイネ種子消毒の実施例には、〈１〉の製剤を希釈して使用した。
【００３０】
＜２　イネ種子消毒試験＞
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＜２－１　予備試験＞
　事前に、ヒバ油製剤へのイネ種子浸漬による発芽への影響を検討したところ、２４時間
処理、処理後水洗条件で、製剤原液処理では全く不発芽、２倍液処理で１割強の不発芽が
見られた。しかし、５倍以上の希釈では発芽不良は見られなかった。
【００３１】
＜２－２　試験１（春試験）＞
　ばか苗病に感染した汚染種子を用いて、実際の登録農薬と同じ種子浸漬による防除効果
を検討した。
　試験区の構成は、ヒバ油製剤５、１０倍液の浸種前処理、５０、１００倍液の催芽時処
理、対照の化学合成農薬モミガード（登録商標）Ｃ水和剤（北興化学工業（株））の２０
０倍液浸種前処理、及び無処理である。
【００３２】
　イネの種子消毒は通常、春期に、種籾に農薬をまぶす塗沫法や粉衣法か、農薬を溶かし
た水に浸漬（浸種前処理）して、行われる。種子消毒後の種籾は、１０日程度水に漬けら
れ、発芽の斉一化が図られる。その後、加温されて発芽が促されるが、これが催芽である
。催芽は、蒸気で加温される場合と、温水に浸漬される場合があるが、既登録の生物農薬
では、温水浸漬時に処理（催芽時処理）できるものがある。
　試験１では、発芽に対する悪影響を低減させる目的で、ヒバ油製剤処理後の種籾は、水
洗してから播種した。また同じ目的で、催芽時処理では希釈濃度を薄くした。
【００３３】
　表１は、試験１、すなわちイネ種子消毒剤としてのヒバ油製剤のばか苗病に対する効果
をまとめたものである。本試験１の結果、ヒバ油製剤５倍液、１０倍液の浸種前処理では
、無処理区に比べて、「ばか苗病」の発生が９割以上も抑制された。これは化学合成農薬
であるモミガード（登録商標）Ｃ水和剤（北興化学工業（株））に比べやや劣るものの、
十分な実用性が認められた。催芽時処理でも防除効果は認められたが、処理濃度が低かっ
たためか、本試験１においては充分な実用性は確認できなかった。
【００３４】
【表１】

　
【００３５】
＜２－３　試験２（秋試験）＞
　試験１の春試験において、実用性があるとみなし得る防除効果が認められたが、夏期は
高温によってイネの育苗が行えないために、秋冷を待って追加試験を行った。
　試験区の構成は、ヒバ油製剤５、１０倍液の浸種前処理、５倍液の催芽時処理、対照の
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生物農薬エコホープ（登録商標）ＤＪ（クミアイ化学工業株式会社）の２００倍液の浸種
前処理、催芽時処理、化学合成農薬モミガードＣ水和剤（登録商標）の０．５％種子粉衣
、２００倍液浸種前処理、無処理である。
【００３６】
　また、ヒバ油製剤を水和性にするために含まれている乳化剤やエタノール自体にも、防
除効果がある可能性も考えられたため、ヒバ油を含まないサンプルの５、１０倍液の浸種
前処理、５倍液の催芽時処理についても検討した。また、実用場面を考え、ヒバ油処理後
の水洗は行わなかった。
【００３７】
　表２は、試験２（秋試験）におけるヒバ油製剤のばか苗病に対する効果をまとめたもの
である。「その１」、「その２」の２表に分けている。本試験２の結果、ばか苗病に対し
て、ヒバ油製剤５倍液の浸種前処理、５倍液の催芽時処理で８割以上の防除効果が認めら
れ、それぞれ生物農薬エコホープ（登録商標）ＤＪとほぼ同等の効果であった。
【００３８】
　なお、乳化剤のみによる処理でもばか苗病の発生が減少する結果とはなったが、いずれ
の場合でも実用的にはまったく効果不充分であり、本発明のヒバ油製剤を用いた種子消毒
方法の効果を確認する結果となった。
【００３９】
【表２－１】

　
【００４０】

【表２－２】
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【００４１】
　ところで、ヒバ油製剤希釈液への浸漬処理では処理残液が生じるが、本発明においては
、かかる処理残液の生じない種子塗沫処理とすることもできる。この場合は、廃液処理が
不要となる、製剤の無駄を防止できるといった利点がある。また、塗沫、塗布や粉衣処理
では、上述の浸漬処理よりもさらにコスト低減を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の種子消毒剤及び種子消毒方法は、イネなどの農作物の病害防除、殊に、播種前
の種子を消毒する初期防除対策として、充分実用に供することができる。したがって今後
、稲作等の農作業において必要不可欠な病害防除方法になるものと予想され、産業上利用
性が極めて高い発明である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】二次乳化を行った際の、ヒバ油の乳化条件によるエマルション粒径変化を示すグ
ラフである。
【図２】混合比によるヒバ油製剤の経時安定性の測定結果を示すグラフである。

【図１】
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